
⑮ タウントピックス

　
国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら
11

月
17
日
ま
で
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と

定
め
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

【「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」パ
ネ
ル
展
示
】

　
中
高
生
か
ら
応
募
の
あ
っ
た
税
に
つ
い

て
の
作
文
等
の
優
秀
作
品
を
パ
ネ
ル
展

示
し
ま
す
。 

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
期
　
間　
11
月
12
日
㈪
〜
16
日
㈮

▼
展
示
場
所　
役
場
町
民
ホ
ー
ル

※

こ
の
ほ
か
大
田
原
税
務
署
、
大
田
原
県

税
事
務
所
、
大
田
原
市
役
所
、
那
須
塩
原

市
役
所
、
金
融
機
関
で
も
展
示
を
行
っ
て

い
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７-

22-

３
１
１
５

　
納
付
期
限
の
11
月
30
日
㈮
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
税
額
30
万
円

以
下
の
も
の
）、  ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
Ｙａ

ｈｏｏ
！
公
金
支
払
い
、
税
額
１
０
０
万
円
未

満
の
も
の （
決
済
手
数
料
別
途
））、
ペ
イ
ジ

ー
に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
県
税
事
務
所
課
税
課　

　
☎
０
２
８
７-

23-

４
１
７
２

期　日 対象者 時　　間 場所（住所） 

 

（月） 

 

午後２時～４時
 

 
 営業所得者

営業所得者

営業所得者

農業所得者

那須塩原市

那　須　町

大 田 原 市

大 田 原 市
那須塩原市
那　須　町

 
 

（水）  

 

午後２時～４時

午後２時～４時

 
 

 

 

（木）  

 

午前１０時～正午
 

 
 

 

対象地区

那須塩原市厚崎公民館2階大研修室

（那須塩原市上厚崎500-1）

那須町文化センター2階研修室

（那須町大字寺子乙2567-10）

大田原市生涯学習センター研修室D

（大田原市本町1-2716-5）

大田原市生涯学習センター研修室D

（大田原市本町1-2716-5）

1２月1０日

1２月1２日

1２月1３日

（木）

1２月1３日

平成３０年分所得税の青色申告決算説明会

　
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
証
明
書
交
付
サ

ー
ビ
ス
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

一
本
化
さ
れ
ま
す
。
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
を
ご
利
用
の
方
は
、
お
早
め
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ
の
切
替
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法　
平
成
27
年
10
月
に
郵
送

　
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ

　
ー
ド
交
付
申
請
書
を
お
持
ち
の
方
は
、

　
次
の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
郵
送
に
よ
る
申
請

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
に
顔

　
写
真
を
貼
り
、
署
名
ま
た
は
記
名
・

　
押
印
し
て
郵
送

②
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申
請

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
で
顔
写

　
真
を
撮
影
し
、
交
付
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ

　
コ
ー
ド
か
ら
申
請

　
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
入
替
作
業
の
た
め
、
次
の
業
務

が
一
時
停
止
と
な
り
ま
す
。

▼
停
止
期
間　
12
月
11
日
㈫
〜
14
日
㈮

▼
対
応
で
き
な
い
業
務

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー 

　
ド
の
交
付
（
受
付
の
み
は
行
え
ま
す
）

 

・
広
域
住
民
票
の
交
付
（
町
外
に
住
所

　
登
録
さ
れ
て
い
る
方
が
取
得
で
き
る

　
住
民
票
）

 

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ

　
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド
を

　
利
用
し
た
特
例
転
出
入

▼
問
合
せ　
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

　

☎
72
６
９
０
８

税
を
考
え
る
週
間

11
月
は
個
人
事
業
税

　
︵
２
期
分
︶の
納
付
月
で
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー ︵
個
人
番
号
︶

カ
ー
ド
へ
の
切
替
の
お
願
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー  ︵
個
人
番
号
︶

カ
ー
ド
の
交
付
と
特
例

転
出
入
業
務　

一
時
停
止
の
お
知
ら
せ

～
く
ら
し
を
支
え
る
税
～

③
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
申
請

　
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
顔
写
真
を
撮
影

　
し
、
交
付
申
請
用
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

　
か
ら
申
請

※

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
を
紛

失
し
た
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

　

☎
72
６
９
０
８

大田原税務署では、営業所得や農業所得に関する所得税の青色申告決算説明会を次のとおり開催します。
※対象地区以外の会場にも出席できます。

■問合せ　大田原税務署　☎0287-22-3115


